
緑地の基本設計、実施設計

保有する緑化技術と工法を組み合わせ、施工から維持管理までを考慮した
トータルプランニングを行います。
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イメージ：コンテンツサイズに応じます

緑地は、景観としての機能や環境面での機能を発揮させながら、「工場

立地法※１」や「市町村緑化条例※２」の決まりを守る必要があります。

それら緑地に関する法令のご相談から承ります。

 お客さまのニーズに寄り添い、維持管理まで考慮した緑地の形状、植

物の選択や配置をご提案。

 平面図の作成、費用算出を行い、ご要望によっては３D CAD図の作成。

 緑地の意匠を、実際に施工できるような仕様へと考案し、図面化・数

量化。

緑化設計

3D CAD例
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緑化設計

※１ 工場立地法に基づく緑地の考え方

対象工場

準規の内容

市区町村は、国が定める
準規に代えて、地域の実
情に応じ、準規を定める
条例の制定が可能。

業種：製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業（水力、地熱、太陽光発電は除く）
規模：敷地面積 9,000㎡以上、又は建築面積 3,000㎡以上

工場敷地 国が定める準規 工場敷地

生産施設

環境施設
（緑地、噴水、運動場等）
周辺地域の生活環境保持に寄与

その他（駐車場、事務所等）

【生産施設面積】
敷地の30～65%以内（業種による）

【環境施設面積】
敷地の25%以上、かつ敷地周囲に
15%以上配置

【環境施設面積】
国の定める範囲（敷地の10%～
35%）で条例により設定可能

緑地
【緑地面積
（重複緑地等含む）】
敷地の20%以上

【緑地面積】
国の定める範囲（敷地の5%～

30%）で条例により設定可能

規制なし

全国一律の基準

「重複緑地等」とは、緑地と緑地以外の施設が重複する場合（屋上緑化・壁面緑化等）をさし、工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地に
ある緑地面積の4分の1以内。
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緑化設計

※２ 緑化地域制度における緑化面積の計算方法（名古屋市の例）

名古屋市HP[緑化地域制度について]  概要説明リーフレット（令和４年４月）を参考に作成

⑥屋上緑化

②芝等の地被植物

①樹木

③池・水流等④花壇等

⑤園路・土留等

⑦壁面緑化

緑化面積：樹木や芝などの緑化施設で被われている部分で、原則として上から見た水平投影面積

※水平投影の重なる部分は、（壁面緑化を除いて）重複して算入できない。

緑化面積＝①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦


